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警報発表及び地震発生時の緊急措置について（お知らせ） 

 
 今年度も大雨や台風、また地震等に対する緊急措置を、原則、次の要領で行うことにいたしま

す。児童の安全を第一に考え、できるだけ混乱のないように進めていきたいと思います。ご理解

ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。 
 

１ 台風に伴う警報発表の場合（暴風 波浪 大雨 洪水） 

（１） 登校時（午前６時ごろ）に発表されていた場合は、臨時休業とし、午前６時半まで 

に、「すぐーる配信」をします。 

（２） 登校後に発表された場合は、給食後集団下校させます。その旨を「すぐーる配信」 

します。屋外の状況によっては、お迎えをお願いする場合があります。 

（３） 登校途中に発表された場合は、一旦登校し、（２）に準じた措置を取ります。警報が 

出ていなくても出ることが予想される場合は、臨時休業にする場合もあります。その 

際には、「すぐーる配信」をします。 

２ 台風を伴わない警報発表の場合（暴風 波浪 大雨 洪水） 

（１） 天気予報や近隣の学校と連携しながら判断します。回復の見込があり、外を歩くこ 

とができる状況であれば、通常通りの登校とします。 

臨時休業とする場合は、午前６時半までに、「すぐーる配信」をします。 

（２） 登校後に発表された場合は、天気予報や近隣の学校と連携しながら、判断します。 

早く下校させる場合は、その旨を「すぐーる配信」します。屋外の状況によっては、 

お迎えをお願いする場合があります。 

（３） 登校途中に発表された場合は、一旦登校し、（２）に準じた措置を取ります。 

３ 警報の有無に関わらず、急な天候の変化や、落雷の危険性が出てきた場合 

下校時に雨量が急に増加したり、近くで雷が発生したりした場合は、状況が落ち着くま 

で学校で待機させます。大幅に下校時刻が遅れる場合には、「すぐーる配信」をします。 

４ 震度５以上の地震が発生した場合 

（１） 登校前発生の場合……臨時休業とします。その後の対応は「すぐーる配信」をします。 

（２） 下校前発生の場合……授業中止し状況を見ながら集団下校させます。翌日は臨時休 

業とします。 

（３） 放課後発生の場合……翌日臨時休業とします。 

（４） 震度５未満の地震の場合……被害状況を見ながら判断しますが、「すぐーる配信」が 

なければ通常通り登校をしてください。 

（５） 震度に関わらず津波注意報や津波警報が発表され、解除されない場合は臨時休業と 

します。登校後の場合は、解除されるまで学校で待機させます。 

 

なお、上記以外の想定外の事態が起こり、「すぐーる配信」ができない場合も考えられます。そ

の場合は、安全を最優先として各保護者に判断していただくことになります。 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急の状況により、児童引き渡しが必要な場合 

（１）フロー図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時 

（震度 5以上の地震・火災・風水害・不審者出没、等） 

児童の安全確保＜校長・教頭・発見者＞ 

臨時職員連絡会を開き、学校で対応を判断（市教委・中学校区との連携） 

引 き 渡 し の 判 断 

 

引き渡しカード準備（引き渡し判断後） 

児童を待機場所へ誘導 

・学級ごとに整列し、人数を確認 

引き渡しカードでの確認 

・来校者が保護者あるいは代理人である

ことを児童と共に確認 

保護者へ引き渡し 

・引き渡した時刻等を「引き渡しカード」

表へ記入 

管理職へ報告 

・引き渡し完了 

・引き渡しができていない児童 

残った児童の保護 

・保護者へ連絡 

・引き渡しがいつになるか見通しを持つ 

引 き 渡 し 完 了 

☆引き渡し場所の決定 

・校庭・体育館・教室など状況に応じて 

判断（各担任へ報告） 

☆保護者へ引き渡しの連絡 

 ・「すぐーる」で連絡（教頭） 

☆保護者の誘導 

・引き渡し会場へ誘導（担任外教員） 

引 き 渡 し 状 況 の 集 約 ① 

欠 席 児 童 の 安 否 確 認 

引 き 渡 し 状 況 の 集 約 ② 

教 育 委 員 会 に 報 告 

保護者へ、今後の動き等を「すぐーる」にて知らせる 

学級（学年）担任 管理職・担任外職員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）引き渡しの流れ 

 ① 引き取り者(保護者等)は、南門から入庫し、体育館で受付の後、各学年の左列に並んで 

ください。 

 ② 各担任は、引き取りカードと名簿で確認し、引き取りカードに記載された方のみに引き

渡します。 

 ③ 児童とともに、北門から出庫してください。 

 

 

 

 

 

（３）詳細（体育館イメージ図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）その他 

① 兄弟姉妹のあるご家庭は、先に下の学年の児童から、次に上の学年の児童を引き取って

ください。あおぞら・やまびこ学級の児童は、各学年の列に並びます。 

② 引渡ができない児童は、迎えが来るまで体育館で保護します。 

③ お車で来校の場合は、入校は南門から、退校は北門からお願いします。 

 

 

 

 

 

～確認の流れ～ 

（引き取り者）「（例）3年〇〇の父です。名前は〇〇（父の名前）です。」 

（担 任 「この人は誰ですか。」 

（こども）「（例）お父さんです。（母、祖父母等）」 


